
 

  

平成２５年９月９日 

北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設（増設施設） 

プラズマ溶融分解施設の操業開始について 

弊社北海道事業所におきましては、本年１月から増設施設のプラズマ溶融分解施設の試運

転を実施しておりましたが、この度試運転が終了し、北海道への行政手続きが完了しました

ので、９月９日から操業を開始します。これにより新たに安定器等のＰＣＢ汚染物等の受入・

処理を行います。 

                    記 

１ 北海道事業所では、増設施設のプラズマ溶融分解施設について、北海道から「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」に基づく、特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可を

平成２５年８月３０日付けで受けたことに伴い、安定器などのＰＣＢ汚染物等の処理を新

たに開始するものです。 

 

２ 設備の概要 

 （１）処理対象物   ＰＣＢ汚染物等（安定器、感圧複写紙、小型電気機器等） 

            運転廃棄物、撤去廃棄物 

 （２）処理方式    プラズマ溶融分解法 

             ※高温のプラズマにより処理対象物に含有するＰＣＢを瞬時に 

              分解する方法 

 （３）ＰＣＢ処理能力 １２．２ｔ／日（ＰＣＢ汚染物等量） 

 

３ 操業開始日     平成２５年９月９日 

 

４ 施設の経緯 

 ・平成２０年 ５月  当初施設操業開始 

               （処理対象物～高圧トランス、高圧コンデンサ等） 

 ・平成２３年１２月  増設施設現場着工 

 ・平成２５年 １月  増設施設試運転開始（～２５年７月） 

 ・平成２５年 ９月  増設施設操業開始 

               （処理対象物～安定器、感圧複写紙、小型電気機器他） 
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